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洗口に使われる薬剤そのものは、劇薬指定あ
るいは劇薬に相当するものとなっていますが、

薬事法上、劇薬扱いになっていても、用法通りに
溶解してフッ化物として１㌫（１０，０００ｐｐｍ）以下
になったものは、劇薬指定外として取り扱われま
す。
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市立保育所・幼稚園では週５回法でフッ素濃
度２２５ｐｐｍ（０．０５㌫溶液．１回５㍉㍑＝フッ

化物１．１２５㍉㌘）、登別小学校では週１回法で濃
度は９００ｐｐｍ（０．２㌫溶液．１回５㍉㍑＝フッ化物
４．５㍉㌘）の溶液で実施しています。急性中毒症
を起こすといわれている量は、体重１㌔㌘当たり
フッ化物２㍉㌘といわれ、４歳児の平均体重１６．５
㌔㌘で計算すると３３㍉㌘以上で発症することにな
ります。したがって、誤って飲み込んだとしても
中毒を起こす心配はありません。また、通常、う
がいをした後吐き出しますので（残留率約１０～１５
㌫）、正しい使用法をしている限り危険性はあり
ません。
　なお、薬液については、学校歯科医の指示のも
と、学校薬剤師が用法通りに調整し、保育所、幼
稚園、小学校に届けるなど安全性を確保していま
す。
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市販品歯磨剤の約７割にフッ化物（１，０００ｐｐ
ｍ）が配合されています。子どもの場合、１

回の使用（０．５～１㌘）でフッ化物量は、０．５～１
㍉㌘となり、誤って全部飲み込んでも心配ありま
せん。
また、フッ化物洗口と併用しても問題ありません。

フッ化物洗口Ｑ＆Ａ ～フッ化物洗口は、強制的なものではありません～
フッ化物洗口の効果や安全性などについて、
Ｑ＆Ａでお答えします。

Ｑ.
Ａ.

Ｑ.
Ａ.

Ｑ.

Ａ.
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むし歯は、社会的な疾患であり、公衆衛生的
な観点から社会全体として予防を図っていく

ことが重要です。希望者だけが行い、努力した人
だけが健康を獲得できれば良いというものではあ
りません。すべての人の健康を保障するための保
健施策であり、『８０２０運動』へとつながるものと
考えています。
　したがって、効果的なむし歯予防方法が継続的
に実施でき、公衆衛生特性の高い『集団によるフ
ッ化物洗口』が推奨され、保育所や幼稚園・小学
校でこれを導入することにより、子どもたちに平
等な効果がもたらされることが期待できます。
　なお、実施にあたっては保護者の同意により行
われます。
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効果が目に見えてくるのは、実施してから２
～３年です。
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登別小学校では、児童の入学や転校時に保護
者へフッ化物洗口の実施方法や安全性につい

て説明の上、洗口を希望した児童に対し、学校薬
剤師が調整した薬液を週１回法で実施しています。
　また、登別小学校は、昭和５４年から今年度まで
の２５年間、保育所・幼稚園は、平成元年から今年
度までの１５年間、中毒症状が起きたという報告は
ありません。

Ｑ.
Ａ.

Ｑ.
Ａ.

Ｑ.

Ａ.

※参考　フッ化物洗口ガイドライン
 フッ化物洗口マニュアル
 市町村母子歯科保健指導マニュアル

みんなで進める
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